
1987年出上の木簡

奈
良
・平
城
宮

。
京
跡

１
　
所
在
地
　
　
　
奈
良
市
佐
紀
町

。
二
条
大
路
南

一
丁
目

ｏ
法
華
寺
町

２
　
調
査
期
間
　
　
平
城
官
朱
雀
門
東
地
区
　
一
九
八
七
年

（昭
６２
こ
ハ
月
を
七

月
、
平
城
京
左
京
三
条
二
坊
　
一
九
八
七
年
四
月
を

一
九

八
八
年
三
月
、
同
左
京
二
条
二
坊
十
四
坪
　
一
九
八
八
年

二
月
ぞ
四
月

３
　
発
掘
機
関
　
　
奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
平
城
官
跡
発
掘
調
査
部

４
　
調
査
担
当
者
　
代
表
　
町
田
　
革早

５
　
遺
跡
の
種
類
　
官
殿

・
官
衛
跡

。
都
城
跡

６
　
遺
跡
の
年
代
　
奈
良
時
代
を
平
安
時
代
初
期

７
　
遺
跡
及
び
木
簡
出
土
遺
構
の
概
要

一　
朱
雀
関
東
地
区

（第
一
五
七
次
補
足
調
査
）

調
査
地
は
、
い
わ
ゆ
る
第

一
次
朝
堂
院
と
第
二
次
朝
堂
院
の
間
を
南
流
す
る

南
北
濤
Ｓ
Ｄ
三
七

一
五
と
宮
南
面
大
垣
と
の
交
叉
点
で
あ
る
。
検
出
し
た
主
な

遺
構
は
、
ｓ
Ｄ
三
七

一
五

・
南
面
大
垣
及
び
南
北
塀

一
条
で
あ
る
。

Ｓ
Ｄ
三
七

一
五
は
、
ａ
・
ｂ

・
ｃ
の
三
期
に
区
分
で
き
、
木
筒
が
出
上
し
た

ａ
期
の
濤
は
幅
約
三
ｍ
、
検
出
面
か
ら
の
深
さ
約

一
・
八
ｍ
で
あ
る
。
南
面
大

垣
と
交
叉
す
る
場
所
は
開
渠
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
判
明
し
た
。
木
筒
の
出
土

点
荻
は
三
六
点

（う
ち
削
暦
一三
一点
）
で
あ
る
。

一
一　
左
京
三
条
二
坊

（第
一
八
四
。
一
八
六
次
調
査
）

デ
パ
ー
ト
の
建
設
に
先
立
つ
調
査
で
、
左
京
三
条
二
坊
の
一
。
二

・
七

・
八

坪
の
約
四
万
ピ
を
対
象
と
し
て
、　
一
九
八
六
年
九
月
か
ら
発
掘
を
開
始
し
、
現

在
も
継
続
中
で
あ
る
。　
一
九
八
八
年
三
月
ま
で
に
確
認
し
た
遺
構
は
、
掘
立
柱

建
物

一
一
七
棟
以
上

・
掘
立
柱
塀
四
〇
条
以
上

。
井
戸
三
四
基

・
濤
三
五
条
以

上
と
多
数
に
の
ば
り
、
こ
れ
ら
は
大
き
く
Ａ
を
Ｄ
の
四
期
に
区
分
で
き
る
。

Ａ
期
は
奈
良
時
代
初
期
か
ら
前
期
に
あ
た
り
、
四
つ
の
坪
を

一
体
と
し
て
利

用
し
て
い
る
。
四
つ
の
坪
の
中
央
や
や
南
に
あ
る
Ｓ
Ｂ
二

一
〇
が
正
殿
と
考
え

ら
れ
、
建
物
規
模
が
桁
行
七
間
、
梁
行
五
間
で
南
北
に
庇
の
つ
く
掘
立
柱
建
物

で
あ
る
。
こ
れ
を
取
り
囲
む
よ
う
に
い
く
つ
か
の
建
物
が
配
置
さ
れ
、
そ
の
外

側
を
掘
立
柱
塀
が
め
ぐ
る
。

Ｂ
期
は
奈
良
時
代
中
期
に
あ
た
り
、
各
坪
の
間
に
坪
境
小
路
が
作
ら
れ
、　
一

坪
以
下
の
宅
地
に
細
分
さ
れ
る
。

Ｃ
期
は
奈
良
時
代
後
期
で
、
坪
境
小
路
が
と
り
は
ら
わ
れ
、
再
び
四
坪
規
模

の
敷
地
と
な
る
。
こ
の
時
期
は
区
画
の
塀
が
み
ら
れ
な
い
。
中
心
建
物
は
調
査

区
の
西
南
方
に
あ

っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
定
し
て
い
る
。

Ｄ
期
は
奈
良
時
代
末
か
ら
平
安
時
代
初
期
に
あ
た
り
、
再
び
坪
境
小
路
を
つ

く
り
、　
一
坪
以
下
の
敷
地
と
な
る
。

木
簡
が
出
土
し
た
遺
構
と
そ
れ
ぞ
れ
の
出
土
点
数
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

南
北
濤
Ｓ
Ｄ
Ｏ
Ｏ

一
か
ら

一
一
一
点

（う
ち
削
暦
八
点
）、　
蛇
行
濤
Ｓ
Ｄ
Ｏ

一

一
か
ら

一
点
、
掘
立
柱
建
物
Ｓ
Ｂ
Ｏ
三
五
か
ら

一
点

（以
上
第
一
七
八
次
）、
井
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1987年出上の木簡

一戸
Ｓ
Ｅ

一　
一
六
か
ら

一
点
、
井
戸
Ｓ
Ｅ

一
一
七
か
ら

一
一
点

（削
暦
九
点
）、
掘

立
柱
建
物
ｓ
Ｂ

一
四
三
か
ら
二
点

（削
暦
二
点
）
、
井
戸
Ｓ
Ｅ

一
六
三
か
ら

一
点

（削
暦
一
点
）
（以
上
第
一
八
四
次
）
、
井
戸
Ｓ
Ｅ

一
八
〇
か
ら
三
二
八
点
（削
暦
一
〇

八
点
）、
井
戸
Ｓ
Ｅ
二

一
一
か
ら

一
点

（以
上
第
一
全
ハ
次
）
の
合
計
三
五
七
点

（削
暦
一
二
八
点
）
で
あ
る
。

こ
の
う
ち
本
誌
九
号
に
第

一
七
八
次
調
査
の
成
果
を
報
告
し
た
の
で
、
そ
れ

以
外
の
遺
構
に
つ
い
て
略
述
す
る
。

Ｓ
Ｅ

一
一
六
と
Ｓ
Ｅ

一
一
七
は
調
査
区
中
央
東
寄
り
で
検
出
し
た
井
戸
で
あ

る
。
Ｓ
Ｅ

一
一
六
は
奈
良
時
代
末
に
廃
絶
し
た
縦
板
組
み
横
棧
止
め
の
方
形
井

戸
で
、
そ
の
埋
土
か
ら
木
簡
が
出
上
し
た
。
Ｓ
Ｅ

一
一
七
は
Ａ
期
に
属
し
、
内

法

一
辺

一
一
〇
伽
の
横
板
を
井
げ
た
に
組
ん
だ
方
形
井
戸
で
、
こ
の
埋
土
お
よ

び
抜
取
穴
か
ら
木
簡
が
出
土
し
た
。

Ｓ
Ｂ

一
四
三
は
正
殿
と
考
え
ら
れ
る
建
物
Ｓ
Ｂ
二

一
〇
の
東
の
区
画
に
あ
る

六
間
×
三
間
の
東
庇
つ
き
の
掘
立
柱
建
物
で
、
Ａ
期
に
属
す
る
。
こ
の
建
物
の

南
側
柱
の
抜
取
穴
か
ら
木
簡
が
出
土
し
た
。

Ｓ
Ｅ

一
六
三
は
正
殿
と
Ｓ
Ｂ

一
四
三
の
間
に
位
置
す
る
円
形
の
井
戸
で
、
下

段
は
曲
物
を
積
み
重
ね
、
上
段
は
維
板
組
み
に
し
て
い
る
。
奈
良
時
代
末
に
廃

絶
し
た
が
、
木
簡
は
そ
の
埋
土
か
ら
出
土
し
た
。

Ｓ
Ｅ

一
八
〇
は
調
査
区
の
東
北
辺
で
検
出
し
た
井
戸
で
、
井
戸
枠
が
す
べ
て

抜
き
取
ら
れ
て
お
り
、
現
状
で
は
南
北

一
・
九
ｍ
、
東
西
二

・
三
ｍ
、
深
さ
二

ｍ
の
土
嫉
で
あ
る
。
こ
の
埋
土
は
層
位
を
な
し
て
お
り
、
同

一
層
か
ら
ま
と
ま

っ
て
木
簡
が
出
上
し
た
。
木
簡
の
年
紀
は
い
ず
れ
も
養
老
元
年

釜
立亀
三
年
）
で

あ
り
、
こ
の
後
ほ
ど
な
く
埋
め
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
伴
出
し
た
土
器
の
年
代

も
こ
れ
と
矛
盾
し
な
い
。

Ｓ
Ｅ
二

一
一
は
正
殿
と
重
複
し
て
検
出
さ
れ
た
方
形
の
井
戸
で
、　
一
辺
五
ｍ

の
大
き
な
掘
形
の
中
に
、
内
法

一
二
五
伽
の
横
板
組
み
の
井
戸
枠
が

一
三
段
残

存
し
て
い
た
。
木
簡
は
こ
の
埋
土
か
ら
土
器

・
瓦

・
斎
串

・
鋼
銭
（和
同
・
万
年

・
神
功
）
な
ど
と
共
に
出
上
し
た
。
土
器
の
年
代
は
平
安
時
代
初
期
で
あ
る
。

〓
一　
左
京
二
条
二
坊
十
四
坪

（第
一
八
九
次
調
査
）

店
舗
建
設
に
伴
う
事
前
調
査
と
し
て
実
施
し
た
。
調
査
区
は
坪
の
南
端
部
に

あ
た
り
、
面
積
は
約

一
四
〇
〇
だ
で
あ
る
。
奈
良
時
代
ｔ
平
安
時
代
の
遺
構
は

掘
立
柱
建
物
三
二
棟

・
掘
立
柱
塀

一
二
条

・
井
戸

一
基
な
ど
で
あ
る
。

木
簡
は
井
戸
Ｓ
Ｅ
四
〇
か
ら
出
上
し
た
。
Ｓ
Ｅ
四
〇
は
直
径
二

・
四
ｍ
、
深

さ
二

・
八
ｍ
の
綻
板
組
み
の
円
形
井
戸
で
、
そ
の
埋
土
か
ら
斎
串
や
平
安
初
期

の
土
器
な
ど
と
と
も
に

一
点
の
木
簡
が
出
土
し
た
。

８
　
木
簡
の
釈
文

・
内
容

一　
朱
雀
関
東
地
区

南
北
濤
Ｓ
Ｄ
三
七
一
五

①

　

「
中
等
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（じ

溢
貿
∞
ｏ‘

調
査
地
は
い
わ
ゆ
る
第
二
次
朝
堂
院
の
南
で
、
式
部
省
推
定
地
と
あ
い
対
す

る
場
所
に
あ
た
り
、

以
前
の
調
査
で
は
こ
の
近
辺
か
ら

「兵
部
」

「兵
厨
」
等



の
墨
書
土
器
が
＝
上
し
て
お
り
、
兵
郡
省
に
近
接
し
て
い
る
可
能
性
が
高
い
。

こ
の
木
簡
も
官
人
の
考
課
に
関
わ
る
も
の
と
す
れ
ば
、
兵
部
省
か
ら
流
れ
て
き

た
も
の
か
”

一
一　
左
京
三
条
二
坊

南
北
標
建
物
Ｓ
Ｂ
一
四
三
柱
抜
取
穴

０

　

従
八
位
下
小
長
谷
連
国
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ｏ世

井
戸
Ｓ
コ
一
八
〇

②
　
。
「【酪
館
帳
内
〔醗

浮
□
土
師
梗
万
呂
秦
望
万
昌
大
伴
廣
万
昌
＝

＝
少
野
稲
□
□
」

・
「

口
飯
上
ゴ
彬
受
則
廣
万
呂
養
老
元
年
十
二
月
十
二
日
　
＝

＝
大
眠
　
　
　
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
獣
受
〕受
卜
ｏＨ
キ

①
　
≒
侍
少
子
抒
蛯
欝
麟
一劫羅
呂国‐
離
国久
魏
■石
醜
□石
錬
服
右
ビ

≒
十
四
口
飯
二
斗
八
升

受
石
見
六
十
／
七
日
　
　
　
」

Ｗ
Ｏ
Ｎ
×
中
μ
Ｘ
い
　
Ｏ
μ
μ　
■

帳
内

一
人
三
□
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ｏ協

141

151181tOl
れ
早l12⑬

〔宮
≧

。
「
長
屋
皇
□
俵

一
石
春
人
夫
」

。
「．羽
昨
直
嶋
　
　
　
　
　
　
」

名
□
遵
醒
驚
族

一
石
春
人
夫
」

。
「
羽
咋
直
嶋
　
　
　
　
　
　
」

〔屋
己

。
「
＜
長
□
皇
宮

一
石
口
Ш
」

。
「
＜
羽
昨
直
嶋
口
日
日
□
」

。
「
犬
六
頭
新
飯
六
升
着
男
」

・
「
　
六
月

一
日
麻
呂
　
　
」

「
此
取
人
者
逃
女
成
」

「
西
店
六
合
五
夕
」

ド
∞
］
文

囀
ド
Ｘ

“
　

一
ф
μ

ｄ

Ｏ
Ｘ

μ
ф
×

⇔
　

一
ф
ф

ド
⇔
い
×
導

×

ф
　

ｏ
中
ド
　
モ

中
卜
Ｏ
Ｘ

騨
や
Ｘ
↑
ω
　
一
μ
岸
　
エ

『
０
×

Ｆ
∝
×

ド
　

一
騨
μ
　
士

Ｏ
Φ
ド

騨
『
い
×

］
い
Ｘ
Ｏ
　
Φ
枷
ド

西
宮

。
「
＜
武
蔵
国
回
回
郡
宅
回
駅
菱
子

一
斗
五
升
」

・
「
＜
霊
亀
三
年
十
月
・　
　
　
　
　
　
　
　
」

重
通
受
枷

「
＜
鹿
干
宍
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ドト露
ド箕
ヽ



1987年出上の木簡

⑭

　

「
＜
犬
上
郡
田
良
郷
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
μ卜巽
騨梶
∞
ｏ器

〔人
ヨ

⑬
　
・
＜
犬
上
郡
瓦
原
郷
川
背
舎
□
」

・
＜
乙
米
五
斗
　
　
　
　
　
　
」
　
　
　
　
　
（ミ
∀
Ｐ露
∞
ｏ路

〔郡
≧

⑭
　
。
「
＜
蒲
生
□
薩
□
郷
民
使
弓
□
」

。
「
＜
　
　
　
一
俵
□
　
□
　
　
」
　
　
　
　
　
μ卜受
μ巽
∞
霞

０

　

×
日
日
Ｈ
日
回

＜

×
亀
三
年
九
月
　
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（μじ
溢
受
∞
ｏ毬

⑬

　

伊
豆
国
賀
茂
郡
賀
茂
郷
川
合
里
伊
福
部
別
調
荒
堅
魚
＝

Ｈ

十

一

斤

十

×

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

（
醤

Ｘ

Ｎ
貿

Ｎ

ｏ
お

キ

Ｓ
Ｅ
一
八
〇
出
土
の
木
簡
は
一
括
資
料
と
考
え
ら
れ
、
養
老
元
年
頃
の
も
の

と
す
る
と
、
遺
構
変
遷
の
Ａ
期
に
あ
た
り
、
四
坪
を
一
体
と
し
て
利
用
し
て
い

た
時
期
の
も
の
で
あ
る
。
⑤
ｉ
⑦
の
三
点
は
米
に
付
け
ら
れ
た
荷
札
で
あ
り
、

「長
屋
皇
宮
」
と
明
記
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
Ａ
期
の
大
規
模
な
宅
地
の
主
が
長

屋
王
で
あ
っ
た
と
推
定
で
き
る
。
長
屋
王
が

「長
屋
皇
」
と
表
記
さ
れ
た
点
や
、

②

・
④
に
あ
る
よ
う
に
資
人
で
は
な
く

「帳
内
」
が
い
た
こ
と
等
、
い
く
つ
か

の
問
題
点
を
含
ん
で
い
る
も
の
の
、
個
人
名
が
特
定
で
き
る
貴
族
の
邸
宅
内
の

木
簡
が
出
上
し
た
こ
と
は
大
き
な
意
義
が
あ
る
。
⑭
ｉ
⑭
の
よ
う
に
近
江
国
か

ら
の
荷
札
が
ま
と
ま
っ
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
表
記
法
が
通
常
の
荷
札
木

簡
の
よ
う
に

「国
郡
郷
里

・
姓
名

・
税
目

・
品
日

・
数
量
」
と
い
っ
た
整

っ
た

も
の
で
は
な
く
、
省
略
し
た
書
き
方
を
し
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
考
え
る
と
、

あ
る
い
は
近
江
国
に
長
屋
王
の
封
戸

・
庄
な
ど
の
類
が
あ

っ
て
、
そ
こ
か
ら
差

し
出
さ
れ
た
税
の
荷
札
と
も
考
え
ら
れ
る
。
調
査
は
継
続
中
で
あ
り
、
そ
の
後

さ
ら
に
大
量
の
木
筒
が
出
上
し
て
お
り
、
併
せ
て
検
討
を
加
え
る
必
要
が
あ
る
。

〓
一　
左
京
二
条
二
坊
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